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規則 

大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則

の規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則（保険医療課） 

規則第３８号 

 大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附

則の規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和２年９月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例附則の規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則 

 大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附

則の規則で定める日を定める規則（令和２年規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「令和２年９月３０日」を「令和２年１２月３１日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

規則第３８号の２ 

 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。 

  令和２年１０月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の一部を改正する規則 

会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則（令和２年規則第９号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１幼稚園講師、保育士及び保育教諭の項の次に次のように加える。 

保育補助員 １級 １号級 １３号級  

子育て支援員 １級 １０号級 ２２号級  

別表第２幼稚園講師、保育士及び保育教諭の項の次に次のように加える。 

保育補助員 １級 １号級  

子育て支援員 １級 １１号級  

附 則 

この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

 

大和高田市国民健康保険天満診療所条例施行規則の一部を改正する規則(保険医療課） 

規則第３９号 

 大和高田市国民健康保険天満診療所条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和２年１０月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

規 則 
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   大和高田市国民健康保険天満診療所条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市国民健康保険天満診療所条例施行規則（昭和４８年規則第２５号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

 第５条に次の１項を加える。 

４ 前３項の規定にかかわらず、条例附則第３項の規定に基づき設置される診療所の分院の診療日及

び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時の診療日

を設けることができる。 

診療日 火曜及び金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２

月２９日から翌年の１月３日までの日を除く。 

診療時間 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 第６条中「保険医療課」を「保健部保険医療課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

訓令 

大和高田市電子入札システム導入業務事業者選定委員会設置要綱(契約監理室） 

訓令第１８号 

大和高田市電子入札システム導入業務事業者選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  令和２年９月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市電子入札システム導入業務事業者選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市電子入札システム導入業務に係る受託候補者（以下「受託候補者」という。）の選

定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市電子入札システム導入業務事業

者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要項及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等による提案内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員６人以内で組織する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（委員長等） 

第４条 委員長は、環境建設部長をもって充てる。 

２ 副委員長は、上下水道部長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 環境建設部契約監理室長 

訓 令 
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（２） 企画政策部法務情報課長 

（３） 財務部財政課長 

（４） 上下水道部水道工務課長 

（５） 上下水道部下水道課長 

４ 前項各号に掲げる者が公務の都合により委員となることが困難な場合は、同項各号に掲げる者は、

所属職員のうちから自らに代わってその職務を行うに適した者を指定しなければならない。この場

合において、市長は、その者を委員長の承認をもって委員とする。 

５ 前２項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項の委員以外の者を委員とすることがで

きる。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員長、副委員長及び委員（以下「委員長等」という。）の３分の２以上の者の出席が

なければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第６条 委員長等は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対して、利益又は不利益を与える

行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第７条 委員長等及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、環境建設部契約監理室において処理する。 

（委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示 

新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例を適用する行事の指定に関する告示（税務課） 

告示第１３５号 

新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例を適用する行事の指定に関する告示を次の

ように定める。 

  令和２年８月３１日  

大和高田市長 堀内 大造   

   新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例を適用する行事の指定に関する告示 

 大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）附則第１８条の１７に規定する新型コロナ

告 示 
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ウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２

５号）第５条第４項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものは、新型コロナウイルス感染症

の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（令和２年政令第１６０号）第

３条第１項の規定により文部科学大臣が指定した行事とする。 

   附 則 

 この告示は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 

大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の一部を改正する告示（環境衛生課） 

告示第１４４号 

大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定

める。 

  令和２年９月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成２２年告示第１９号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「補助金」を「住宅用太陽光発電システム設置費補助金（以下「補助金」という。）」に改

める。 

 第２条第２号を次のように改める。 

 （２） 発電設備を構成する太陽電池モジュール（太陽光エネルギーを直接電気エネルギーに変換

するパネルをいう。以下同じ。）の日本産業規格に基づいて算出される公称最大出力の合計値又は

パワーコンディショナーの日本産業規格に基づいて算出される定格出力（複数のパワーコンディ

ショナーを設置する場合は、系列ごとに当該値を合計した数値）のいずれか小さい方が１０キロ

ワット未満であるもの 

 第２条第４号中「による発電システム」を「により使用するもの」に改める。 

 第５条第１項後段を削り、同項第１号中「（発電システムが設置された新築住宅を購入した場合は、

売買契約書）」を「又は発電システムが設置された新築住宅に係る売買契約書」に改め、同項第３号中

「電力受給契約書」を「電力受給契約の内容がわかる書類」に改め、同項第５号中「納税証明書」を

「滞納がないことを証する書類」に改める。 

 様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第５条関係） 

  年   月   日   

大和高田市長 宛 

               （申請者）住所 大和高田市             

 
                    （ふりがな） 

                    氏名                印  
 

                    電話番号                 
（平日9:00～17:00に連絡が取れる番号） 

 

住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書 

 
 
大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第５条第１項の規定により、次のとお

り申請します。 
 

設置した住宅
に関する事項 

建物区分 □新築   □既築 

住所 
〒６３５－     

 大和高田市 

設置した住宅
用太陽光発電
システムに関
する事項 

発電出力 

□．□□ＫＷ （小数点第３位以下切捨て） 
※ 発電設備を構成する太陽電池モジュール（太陽光エネルギーを直接

電気エネルギーに変換するパネルをいう。）の日本産業規格に基づい

て算出される公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの

日本産業規格に基づいて算出される定格出力（複数のパワーコンディ

ショナーを設置する場合は、系列ごとに当該値を合計した数値）のい

ずれか小さい方 

製造者名 
（メーカー名） 

 
型式 

 

電力会社との
電力受給契約
に関する事項 

電力会社 □関西電力㈱   □その他（        ） 

受給開始日 
（電力会社と対象シ

ステムの電力受給を

開始した日） 
年   月   日 

補 助 金 の 
申 請 金 額 

５０，０００円 

添 付 書 類 

（１）発電システムの設置に係る工事請負契約書又は発電システムが設置された新築住宅
に係る売買契約書の写し 

（２）発電システムの設置費に係る領収書及び内訳明細書の写し 
（３）電力会社との再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約の内容がわかる書類の
写し 

（４）電力会社の検針による受給電力量が確認できる書類の写し 
（５）市税の滞納がないことを証する書類（納税証明書） 
（６）住民票の写し 
（７）発電システムの設置場所の状況を示す写真 
（８）その他市長が必要と認める書類 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行

の日以後の申請に係る住宅用太陽光発電システム設置費補助金について適用し、同日前の申請に係

る住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。 

 

 

大和高田市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱の一部を改正する告示（健康増進課） 

告示第１４４号の２ 

大和高田市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和２年９月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱（平成２５年告示第９９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 

 （自己負担の特例） 

２ 第５条の規定による自己負担金の免除については、令和２年１０月１日から令和３年１月３１日

までの間、同条の規定にかかわらず、その納入を免除することができる。この場合において、第６

条及び第７条は適用しない。 

   附 則 

 この告示は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

 

放置自転車等の移動、保管（生活安全課） 

告示第１４５号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和２年１０月２日 

  大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田駅
周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和２年９月２日   １        

令和２年９月９日 １          

令和２年９月１０日          １ 
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令和２年９月１５日 １  １        

令和２年９月１７日 １          

令和２年９月２３日 １          

令和２年９月２４日 １           
（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 地区 自転車 

原動機

付自転

車 

令和２年９月１日 大和高田市本郷町地内 １  

令和２年９月２８日 大和高田市大字市場地内 １   
３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）を持参すること。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

引取りのない自転車等の処分（生活安全課） 

告示第１４６号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  令和２年１０月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和３年１月４日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  令和２年７月１日から令和２年７月３１日までの間 
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公示送達（保険医療課） 

告示第１４８号 

令和２年度国民健康保険税納税通知書を郵送しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明

であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、

次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は保険医療課国保係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

  令和２年１０月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．この納入通知書の発送年月日 

令和２年７月９日 

２．送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

大和高田市営住宅修繕取扱要綱（営繕住宅課） 

告示第１４９号 

大和高田市営住宅修繕取扱要綱を次のように定める。 

  令和２年１０月２０日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市営住宅修繕取扱要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号。以下「条例」という。）第２１

条に規定する修繕に要する費用の負担区分を明確にし、住環境の整備を図ることを目的とする。 

 （修繕費用の負担区分） 

第２条 修繕費用の負担区分は、別表の修繕費用負担区分表（以下「区分表」という。）による。 

２ 入居者がいない期間中及び入居して１月以内に区分表に掲げる修繕の必要が生じたときの費用は、

市の負担とする。 

３ 入居者の責めに帰すべき事由により生じたときの修繕費用は、前２項の規定にかかわらず、入居

者の負担とする。 

 （入居者退去後の修繕） 

第３条 入居者が退去した後の住宅の修繕は、当該住宅の老朽度、耐用年限、居住環境等を勘案し、

次期入居者の生活に支障のない範囲で、市長が必要と認める修繕を行うものとする。 

２ 次期入居者は、前項の修繕内容について疑義ある場合は、条例第１１条第６項に規定する入居可

能日から原則として３０日以内にその旨を申し出なければならない。 

３ 市長は、前項の申出があった場合は、速やかに調査を実施し、修繕漏れがあったと認められるも

のについては、第１項に規定する修繕を行うものとする。 

 （改良住宅等への準用） 

第４条 この告示は，大和高田市改良住宅等条例（平成９年条例第３５号）に定める改良住宅等に係

る修繕費用の負担区分の取扱いについて準用する。 

 （委任） 

第５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 
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   附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

１ 建築一般 

 （１） 屋内部分 

修繕項目 負担区分 

修繕箇所 細分 内容 市 入居者 

柱、はり、鴨居、

敷居 

 構造上の欠陥、老朽化修繕 
○  

天井  構造上の欠陥、脱落 ○  

塗装、クロス、化粧合

板 

汚れ取り、塗替、貼替、カビ取り、

はく離 
 ○ 

壁 構造 構造上の欠陥、傾斜 ○  

塗装、クロス、化粧合

板、タイル 

汚れ取り、塗替、貼替、カビ取り、

はく離 
 ○ 

換気用レジスター、ク

ーラーキャップ 

破損復旧、取替 
 ○ 

床仕上 フローリング、タイル、

クッションフロア、巾

木、畳寄せ 

構造上の欠陥、老朽化修繕 ○  

汚れ取り、貼替、カビ取り、きしみ、

はく離 
 ○ 

根太、大引、土

台、床下地板 

 構造上の欠陥、老朽化修繕 
○  

窓枠、出入口枠  構造上の欠陥、老朽化修繕 ○  

外部建具本体

（別棟倉庫を含

む） 

鋼製（鉄扉）、アルミ製、

木製 

老朽化修繕、鉄扉の開閉調整、計画

修繕による塗替 
○  

破損復旧、鉄扉以外の開閉調整、自

己塗替 
 ○ 

網戸 網貼替、枠破損復旧、取替  ○ 

室内建具本体 ふすま、障子 開閉支障のある反り、ゆがみ ○  

骨組及び桟の破損復旧、開閉調整、

ふすま紙、障子紙の貼替 
 ○ 

木製戸 老朽化修繕 ○  

破損復旧、開閉調整  ○ 

浴室戸 老朽化修繕 ○  

破損復旧、開閉調整  ○ 

建具金物、附属

金物類 

玄関錠、ドアガード（チ

ェーン）、室内建具丁

番、戸車、クレセント、

ドアノブ、引手類、カ

ーテンレール 

破損復旧、取替、作動不良調整、ビ

ス留、がたつき直し、潤滑剤（鍵穴

は鍵穴専用のもの）  ○ 

鍵 取替  ○ 

鍵穴 破損復旧、取替、作動不良調整、ビ

ス留、がたつき直し、潤滑剤（鍵穴

専用） 

 ○ 

ドアクローザー（中層

団地のみ） 

作動不良調整、寿命取替（玄関ドア

に取り付けられたもの） 
○  

ドアクローザー（上記

以外） 

破損復旧、取替、作動不良調整 
 ○ 

郵便受、のぞき窓 破損復旧、取替  ○ 

戸当り、建具附属ゴム 破損復旧、取替、ゴム損耗取替  ○ 

ガラス（ガスケ

ット類含む。） 

 破損入替（既存と同種のガラスに限

る。） 
 ○ 

畳  表替え、裏返し、新調、防虫（白ア  ○ 
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リ被害を除く。） 

流し台、コンロ

台 

本体、附属品 破損復旧、一式取替、扉開閉調整  ○ 

排水管、ホース、トラ

ップ、継手等 

漏水修繕（パッキン交換）、破損復

旧、取替、つまり復旧 
 ○ 

吊り戸棚  破損復旧、取替、扉開閉調整  ○ 

階下への水漏れ 被害部分 修繕復旧（入居者の不注意によるも

の） 
 ○ 

修繕復旧（その他） ○  

 （２） 屋外部分 

修繕項目 負担区分 

修繕の箇所 細分 内容 市 入居者 

バルコニー 手すり 老朽化取替、計画修繕による塗替 ○  

汚れ、自己塗替、破損復旧  ○ 

間仕切板（中層） 破損復旧（災害緊急時の破壊は市の

負担とする。） 
 ○ 

床防水 漏水修繕（階下への漏水） ○  

排水口目皿 破損復旧、つまり復旧、清掃  ○ 

物干金物（鋼製） 建物固定のもの 破損復旧、老朽化取替  ○ 

雨樋  破損復旧、継手不良、つまり復旧 ○  

屋根、屋上、外

壁、基礎、屋外

階段（ガラリ、

換気口含む。） 

 構造上の欠陥（雨漏り等）、破損復

旧、屋根材葺替、計画修繕による防

水改修、塗装改修 
○  

便槽（吸取口を

含む。） 

 老朽化修繕 
○  

臭突 管本体 老朽化修繕、老朽化取替 ○  

ベンチレーター 不良調整、寿命取替  ○ 

柵、フェンス  老朽化取替 ○  

２ 給排水衛生、電気及びガス設備関係 

 （１） 専用部分 

修繕項目 負担区分 

修繕の箇所 細分 内容 市 入居者 

給水（湯） 給水（湯）管、保温筒

（露出配管） 

漏水修繕、老朽化修繕 
○  

各種水栓（蛇口）（シン

グルレバー混合水栓を

含む。） 

破損復旧、本体取替、止水不良（パ

ッキン、カートリッジ交換）  ○ 

排水 排水、汚水管、会所桝 漏水修繕、老朽化修繕 ○  

つまり復旧、清掃  ○ 

管桝の破損によるつまり復旧 ○  

桝蓋 老朽化取替 ○  

上記以外の破損取替（自動車等）  ○ 

便所内 便器本体、ロータンク

本体 

自然ひび割れによる取替 ○  

便器つまり復旧  ○ 

便座 破損復旧、取替  ○ 

ロータンク付属部品

（オーバーフロー管、

ボールタップ、ゴムフ

ロート、鎖、洗浄レバ

ー、手洗管ホース） 

破損復旧、取替、異物除去、止水不

良（ゴムフロート他部品交換） 

 ○ 
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止水栓、Ｌ管、洗浄管、

スパット 

破損復旧、老朽化取替、便器外側又

はロータンク外側からの漏水修繕 
○  

紙巻器、タオル掛、棚 破損復旧、取替  ○ 

洗面所内 洗面台本体 自然ひび割れによる取替 ○  

鏡、キャビネット、鎖、

ゴム栓、タオル掛 

破損復旧、取替 
 ○ 

洗面所内 Ｓ（Ｐ）トラップ管 破損復旧、取替、つまり復旧、清掃、

漏水修繕（パッキン交換） 
 ○ 

洗濯機パン 破損復旧、取替、つまり復旧、清掃、

付属品の取替 
 ○ 

電気配線、配線

管 

幹線、埋込線 漏電修繕、老朽化取替 ○  

容量超過、増築、模様替により発生

した破損 
 ○ 

電気器具類 分電盤、ブレーカー 不良取替、寿命取替 ○  

破損復旧、増設  ○ 

スイッチ、コンセント、

引掛シーリング、テレ

ビ用端子、電球、蛍光

灯類、照明器具、イン

ターホン、玄関チャイ

ム、押鈴、放送用スピ

ーカー 

破損復旧、取替、調整 

 ○ 

照明器具、インターホ

ン、放送用スピーカー

（市設置） 

寿命取替 

○  

住宅用火災警報器 不良取替、寿命取替 ○  

換気設備 換気扇（壁付け羽式） 不良取替、寿命取替、清掃、汚れ、

フィルター交換 
 ○ 

換気扇（天井埋込ファ

ン式）、レンジフード 

不良取替、寿命取替 ○  

清掃、汚れ、フィルター交換、破損

復旧 
 ○ 

浴室設備 浴槽 破損復旧、老朽化取替  ○ 

浴槽蓋、ゴム栓 破損復旧、老朽化取替  ○ 

（礒野団地のみ）風呂

（バランス）釜 

作動不良調整、寿命取替 ○  

復旧（凍結、空焚）、取替（つまみ、

ダイヤル、レバー、電池類を含む）、

止水不良（出湯シャワー切替） 

 ○ 

目皿等附属品 破損復旧、取替  ○ 

混合水栓 破損復旧、本体取替、止水不良（出

湯シャワー切替弁、カートリッジ交

換） 

 ○ 

シャワーホース、シャ

ワーヘッド、シャワー

フック 

破損復旧、取替、接続部からの漏水

（パッキン交換）  ○ 

ガス設備 給湯器本体（入居者設

置のものを除く。）、部

品、リモコンスイッチ

等 

不良調整、寿命取替 

○  

ガス管 ガス漏れ修繕、老朽化取替 ○  

ガスコック、附属品 不良調整、固着、取替  ○ 

 （２） 共用部分 
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修繕項目 負担区分 

修繕の箇所 細分 内容 市 入居者 

給水（屋内外） 給水管 漏水修繕、老朽化修繕 ○  

排水（屋内外） 排水、汚水管、会所桝 漏水修繕、老朽化修繕 ○  

つまり復旧、清掃  ○ 

管桝の破損によるつまりの復旧 ○  

桝蓋 老朽化取替 ○  

上記以外の破損取替（自動車等）  ○ 

共用散水栓 水栓（蛇口） 、水栓柱、

ボックス 

破損復旧、取替、止水不良（パッキ

ン交換、シールテープ） 
 ○ 

外灯、階段灯、

廊下灯 

支柱、器具本体、自動

点滅器（スイッチ、カ

バーを含む。） 

不良取替、寿命取替 

 ○  

電球類、グロー（水銀

ランプを含む。） 

球替え、交換 
 ○ 

テレビ共聴設備  調整、破損復旧、寿命取替 ○  

各戸受口以下の管理及び破損復旧  ○ 

放送設備（管理

人用） 

市設置のもの 調整、寿命取替 
○  

各種計器ボック

ス 

 老朽化修繕、老朽化取替 
○  

消火器 市設置のもの 設置、法定点検、定期薬剤入替 ○  

火災、いたずらによる薬剤入替  ○ 

３ 共同施設 

修繕項目 負担区分 

修繕の箇所 細分 内容 市 入居者 

集会所、エント

ランスホール 

建築関係 建築一般の負担区分による。   

設備関係 給排水衛生、電気及びガス設備関係

の負担区分による。 
  

自転車置場、車

止め 

 老朽化修繕、老朽化取替 
○  

団地内フェンス  老朽化修繕、老朽化取替 ○  

集合郵便受箱  全般的な老朽化取替 ○  

扉取替、小修繕、盗難防止  ○ 

掲示板  老朽化修繕、老朽化取替 ○  

樹木、花壇  管理、剪定、害虫駆除  ○ 

剪定後の運搬処分、破損復旧 ○  

遊び場 砂場 砂の補充 1/2 1/2 

団地内通路、側

溝、駐車場 

舗装、ライン引等 維持補修 
○  

エレベーター  保守点検、部品取替 ○  

清掃等一般的管理、ボタン及びラン

プ類のカバーの破損復旧（業者依

頼） 

 ○ 

受水槽、ポンプ

室、給水塔、高

架水槽 

附属設備を含む。 作動不良、点検、部品取替、維持管

理（業者委託） ○  

浄化槽 附属設備を含む。 作動不良、点検、部品取替、維持管

理（業者委託） 
○  

受電設備、ガス

供給設備 

 修繕、点検、取替 
○  
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違反公告物の除却、保管（都市計画課） 

告示第１５０号 

 市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

 なお、引取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

令和２年１０月２１日 

大和高田市長 堀内 大造 

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で

きるものを提示し、受領書及び誓約書と引換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで（ただし、土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所 環境建設部 都市計画課 

   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

 

整理

番号 
名   称 種 類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 堀田晃和（株） はり札 １６ 市内 Ｒ２・１０・１４ Ｒ２・１０・１４ 
市役所西駐

車場 

２ 朝日ホーム はり札 １ 市内 Ｒ２・１０・１４ Ｒ２・１０・１４ 
市役所西駐

車場 

 

 

指定居宅介護支援事業者の指定（介護保険課） 

告示第１５１号 

介護保険法第７９条第１項の規定により、指定居宅介護支援事業者を指定しましたので、同法第８

５条の規定により次のとおり告示します。 

令和２年１０月２６日 

                                大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業者の名称 

有限会社 ソフト 西邊 美智子 

２ 指定する事業所の名称及び所在地 

ソフト居宅介護支援事業所 

大和高田市大谷３４９－１ 

３ 指定年月日 

令和２年１１月１日 

４ サービスの種類 

居宅介護支援 
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公示送達（収納対策室） 

告示第１５２号 

 差押調書を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等が不明であるため、送達できない

ので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送

達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１０月２８日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１５３号 

 令和２年度国民健康保険税第１期～２期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について

住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１０月２８日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和２年度国民健康保険税第１期  令和２年８月２４日 

令和２年度国民健康保険税第２期  令和２年９月２５日 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１５４号 

 令和２年度市県民税第２期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等が不明

であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定

により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１０月２８日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 
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令和２年度市県民税第２期 令和２年９月２８日 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

指定代理納付（企画創生課） 

告示第１５５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項に規定する指定代理納付者を指定し

たので、大和高田市会計規則（平成１１年規則第５９号）第１３条第２項の規定により告示する。 

  令和２年１０月３０日 

大和高田市長 堀内 大造  

１ 指定代理納付者の名称及び所在地 

   名称 所在地 

ＰａｙＰａｙ株式会社 東京都千代田区紀尾井町１－３ 

 

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入の種類 

  ふるさと大和高田応援寄附金（インターネットを利用して納付するものに限る。） 

 

３ 指定代理納付者に歳入を代理納付させる期間 

  令和２年１１月１日から令和３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

公告 

大和高田市立６保育所外国人講師派遣事業者選定を公募型プロポーザル方式で行う公告（保育課） 

公告第８４号 

 大和高田市立６保育所外国人講師派遣事業者選定を公募型プロポーザル方式で行いますので公告し

ます。 

  令和２年９月３０日 

  大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 

大和高田市立６保育所外国人講師派遣事業委託業務 

２ 業務概要 

（１） 委託内容 

ア 外国人英語指導助手（以下「ＡＬＴ」という。）の採用、配置に関すること。 

各保育所が策定する配置に関する計画表に基づきＡＬＴの配置・管理・運営等を行うこと。 

イ 業務の内容について 

① 国際理解教育、英語教育に関するコンサルティング 

② 国際理解教育、英語教育に係るレッスンの企画及び提案 

③ ＡＬＴによる英語指導業務 

④ ①～③に付随又は関連する業務 

公 告 
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⑤ ①～④の他、大和高田市 福祉部 保育課 と派遣業者とが協議の上、合意した業務 

ウ その他 

別紙「大和高田市立６保育所外国人講師派遣事業委託業務仕様書」による。 

（２） 配置施設 

ア 保育所 ６園（片塩保育所、天満保育所、みどり保育所、浮孔保育所、磐園保育所、高田西

保育所） 

（３） 委託期間 

令和２年１２月１日から令和３年３月３１日まで 

 （４） 対象児童クラス 

   ３歳児クラス～５歳児クラス 

３ 参加資格要件 

（１） 大和高田市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（２） 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等の規

定に基づき更生又は再生手続開始の申立がなされている者 

ウ 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置を

受けている期間中の者 

エ 大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しくは第２号に該当

する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者 

オ 法人税、消費税及び地方消費税等の税金を滞納している者 

（３） 役員に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

ウ 大和高田市暴力団排除条例第２条第１号若しくは第２号に該当する者又はこれらと社会的 

に非難されるべき関係を有する者 

（４） 業務拠点に関する要件 

近畿一円に本店又は営業所を有する者であること。 

なお、本店又は営業所において、労働者派遣事業許可証を有していること。 

※ 営業所の場合は、営業所であることを証する書類（定款等）を提出すること。 

（５） 参加者の業務実績に関する要件 

参加者は、平成３０年度、令和１年度において同様の業務実績があること。 

※ 同様の業務とは、自治体においてＡＬＴを活用し、１年間を通しての業務があり、かつ、

１件１年当たりの契約金額が１００万円以上のものをいう。ただし、派遣のみに係る事業

は除く。     

４ 委託料（見積限度額） 

金５３５，９２０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ 上記の金額には、委託期間（４ヶ月）における交通費、保険料等、業務に係る一切の費用

を含みます。 

５ 応募受付期間  

  令和２年１０月１３日（火）から１０月１９日（月）まで 

６ その他 

 大和高田市立６保育所外国人講師派遣事業委託公募型プロポーザル実施要項による。 
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７ 問合せ先 

  〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

            大和高田市 福祉部 保育課  

            電 話：０７４５－２２－１１０１ 

            ＦＡＸ：０７４５－２３－０４１５ 

 

 

令和２年度大和高田市職員出退勤管理システム導入等業務委託事業者選定を公募型プロポーザル方式

で行う公告（人事課） 

公告第８５号 

令和２年度大和高田市職員出退勤管理システム導入等業務委託事業者選定を公募型プロポーザル

方式で行いますので公告します。 

令和２年１０月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 

大和高田市出退勤管理システム導入等業務 

２ 業務概要 

２－１ 委託内容 

（１） 構築業務 

ア システムの構築及び附帯作業 

イ データセットアップ 

ウ 試験運用 

エ 労務管理事務の担当者の負担の軽減のために必要な支援 

（２） 操作研修 

（３） 運用支援 

（４） その他必要な項目及び別紙「大和高田市出退勤管理システム導入等業務仕様書」による。 

２－２ 業務履行期間 

契約締結日から令和３年６月３０日まで 

３ 参加資格要件 

（１） 過去１０年間（平成２２年度から令和元年度まで）に、職員数５００人以上の自治体にお

いて、出退勤管理システムの導入又は更新に関する業務を受託した実績を有していること。 

（２） ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１又はプライバシーマークの認証・認定取得をしていること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない 

 者 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく民事再生手続中の者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による

更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５） 大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しくは第２号に該

当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

（６） 大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第

５号に該当する者でないこと。 

４ 委託料限度額 

金１７，０２２，０００円（消費税等含む。） 

５ 参加申請 

令和２年１０月９日（金）午後５時まで 
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６ 提出期限  

令和２年１０月２６日（月）まで（２６日必着） 

７ その他 

大和高田市出退勤管理システム導入等業務委託事業者選定公募型プロポーザル実施要項による。 

８ 問合せ先 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市 企画政策部 人事課  

電 話：０７４５－２２－１１０１ 

ＦＡＸ：０７４５－２４－２１３１ 

 

 

礒野池スライドゲート改修工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第８６号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 礒野池スライドゲート改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字礒野 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の鋼構造物

工事（水門）に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（５）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓
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約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月５日（月）から令和２年１０月１３日（火）まで。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室

  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月１９日（月）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１０月２０日（火）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月２２日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す
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る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月２３日（金）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥３，０８０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

西代公園他パーゴラ更新工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第８７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 西代公園他パーゴラ更新工事 

２ 工事場所 西代公園及び野口公園 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 
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（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月９日（金）から令和２年１０月１５日（木）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月９日（金）から令和２年１０月１９日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 
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（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月２６日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１０月２７日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月２９日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月３０日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの
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した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥７，４２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

神楽公園他遊具更新工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第８８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 神楽公園他遊具更新工事 

２ 工事場所 神楽公園他２公園 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。



令和２年１１月１８日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３８２号 

 28 

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月９日（金）から令和２年１０月１５日（木）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室

  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月９日（金）から令和２年１０月１９日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月２６日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１０月２７日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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法 （１）期限 

令和２年１０月２９日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月３０日（金）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥５，１１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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高田千本桜大中公園周辺他川沿いの桜剪定伐採管理業務に関する条件付き一般競争入札公告（契約監

理室） 

公告第８９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高田千本桜大中公園周辺他川沿いの桜剪定伐採管理業務 

２ 工事場所 大和高田市 大字大中他 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２５日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月９日（金）から令和２年１０月１５日（木）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 
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（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月９日（金）から令和２年１０月１９日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月２６日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１０月２７日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月２９日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市
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契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月３０日（金）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥１，６９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

大和高田市電子入札システム導入業務の事業者選定を公募型プロポーザル方式で行う公告（契約監理

室） 

公告第９０号 

 大和高田市電子入札システム導入業務の事業者選定を公募型プロポーザル方式で行いますので公告

します。 

  令和２年１０月９日 

大和高田市長 堀内 大造  

１ 業務概要 

（１） 業務名 

大和高田市電子入札システム導入業務 

（２） 業務内容 

電子入札システム導入業務及び契約管理システム導入業務 

２ 履行期間 

契約締結日から令和３年３月３１日まで 

３ 委託料上限額 

金６，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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４ 参加資格 

公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市電子入札システム導入業務事業

者選定要項」の「４ 参加資格要件」を全て満たす者であること。 

５ 参加申請 

令和２年１０月２０日（火） 午後５時まで 

６ その他 

大和高田市電子入札システム導入業務事業者選定要項による。 

７ 担当課 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

 

 

大和都市計画ごみ焼場及びその他ごみ処理施設の変更に係る案の縦覧（都市計画課） 

公告第９１号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第

１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。 

  令和２年１０月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 変更に係る都市計画の種類 

   大和都市計画ごみ焼場及びその他ごみ処理施設 

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

   大和高田市今里川合方 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

４ 縦覧期間 

   令和２年１０月１２日から令和２年１０月２７日までの午前８時３０分から 

  午後５時まで。ただし、土曜、日曜及び祝日は除く。 

５ 意見書の提出要領 

   この都市計画の案について意見書を提出しようとする者（市民その他の利害関係人に限る。）

は、本案についての意見の要旨及びその理由を具体的に記載し、氏名、住所、生年月日及び連絡

先を併記した文書１通を市長宛とし、大和高田市環境建設部都市計画課に令和２年１０月２７日

（火）までに必着するよう提出すること。 

 

 

大和高田市ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第９２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月１４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託 

２ 履行場所 大和高田市内小中学校 他 
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３ 契約期間 契約締結日から令和３年３月３１日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置、その他国又は奈良県による同様の措置

を受けている者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出

し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。ま

た、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札

参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができま

せん。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

④ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

上記③、④は、大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録

名簿に登録している者については、提出の必要はありません。 

（２）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（３）受付期間 

令和２年１０月１４日（水）から令和２年１０月２３日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（５）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書
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を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月２９日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１０月３０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月６日（金）午前１０時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 
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１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

令和２年度大和高田市職員採用試験（医療職）の実施の公告（病院総務課） 

公告第９３号 

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、令和２年度大和高田市

職員採用試験（医療職）の実施について、次のとおり公告する。 

令和２年１０月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 職種、採用予定人員及び受験資格 

職種 採用予定人員 受験資格 

看護師 ６名 

（１） 昭和５１年４月２日以降に生まれた者で、｢保健師

助産師看護師法｣による看護師免許を有するもの又は令

和３年３月末日までに実施される国家試験により当該免

許を取得見込みの者 

（２） 大和高田市立病院で交代制勤務可能な者 

薬剤師 ２名 

  昭和５６年４月２日以降に生まれた者で、｢薬剤師法｣

による薬剤師免許を有するもの又は令和３年３月末日ま

でに実施される国家試験により当該免許を取得見込みの

者 

作業療法士 １名 

  昭和５６年４月２日以降に生まれた者で、｢作業療法士

法｣による作業療法士免許を有するもの又は令和３年３

月末日までに実施される国家試験により当該免許を取得

見込みの者 

言語聴覚士 １名 

  昭和５６年４月２日以降に生まれた者で、｢言語聴覚士

法｣による言語聴覚士免許を有するもの又は令和３年３

月末日までに実施される国家試験により当該免許を取得

見込みの者 

栄養士 １名 

  昭和５６年４月２日以降に生まれた者で、｢栄養士法｣

による管理栄養士免許を有するもの又は令和３年３月末

日までに実施される国家試験により当該免許を取得見込

みの者 

 

（１） 全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人 

② 禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

③ 大和高田市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

⑤ 日本国籍を有しない者で、在留資格において就職等が制限されているもの 

２ 試験の日時、場所、試験の種類及び合格発表 
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区分 試験内容 

日時  令和２年１１月７日（土）午前９時から（受付は午前８時３０分から） 

場所  大和高田市立看護専門学校（大和高田市礒野北町１番１号） 

試験の種類  小論文（６０分） 口述試験（面接）  

合格発表  試験実施後３週間程度（合否にかかわらず本人に通知します。）  

  ※応募状況等により、第２次試験を実施する場合があります。 

３ 受験手続 

（１） 受付期間 

受付期間：令和２年１０月２６日（月）から令和２年１０月３０日（金）まで（ただし、土

曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

受付時間：午前９時から午後５時まで（受験票を交付します。） 

（２） 受付場所 

受付場所：大和高田市立病院 総務課 

所 在 地：奈良県大和高田市礒野北町１番１号 

（注）郵送での受付はいたしません。必ず持参して下さい（代理可）。 

（３） 提出書類（◎必須書類 ○免許取得者 △免許取得見込者） 

 

 

 

 

（注１） 写真は、３カ月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、うち１枚は履歴

書に貼付し、他１枚は受験票用に持参してください。 

（注２） 返信用封筒（定形封筒：２３．５ｃｍ×１２．０ｃｍ）１通に８４円切手を貼付し、

宛名を記入してください。 

（注３） 免許取得者は、最終学校の卒業証明書及び成績証明書は不要です。 

４ 合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

① 採用予定者 令和３年４月１日付けで採用します。 

② 採用候補者 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に欠員等が生じ、補充

することが必要である場合に限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から１年間です。 

（３） 最終合格者のうち、免許取得見込みの者が令和３年３月末日までに実施される国家試験で

当該免許を取得できなかった場合は、その時点で採用候補者名簿（採用予定者・採用候補者）か

   提出書類 

職種 
履歴書

（市販Ａ４判） 

写真 

２枚 

最終学校 

卒業（見込

み）証明書 

最終学校 

成 績 

証明書 

免許証 

（写し可） 

返信用 

封 筒 

看護師 

薬剤師 

作業療法士 

言語聴覚士 

栄養士 

◎ ◎ △ △ ○ ◎ 
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ら抹消します。 

５ 給与等について 

初任給 看護師 

・月額２２０，７００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額２１５，２００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場

合） 

初任給 薬剤師 

・月額２１３，５００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額２００，９００円（大学(４年)卒業程度で採用前に職歴がない場

合） 

初任給 作業療法士 

・月額２００，９００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９４，７００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場

合） 

初任給 言語聴覚士 

・月額２００，９００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９４，７００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場

合） 

初任給 栄養士 

・月額２００，９００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９４，７００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場

合） 

（１） 給料月額は、令和２年４月１日現在の給料表に基づいています。 

（２） 初任給は、採用前の経歴等に応じて加算されることがあります。 

（３） 一般職の職員の給与に関する条例等に基づき、各種手当が支給されますが、一部手当につ

いては、当分の間、減額措置等を講じています。 

６ その他 

（１） 提出書類に不備がある場合は、補正を求めるためにお返しすることがあります。これによ

る提出期限の延長は行いませんので、十分に余裕をもって申込みしてください。 

（２） 提出書類の記載事項に虚偽が判明した場合には、合格を取り消すことがあります。 

（３） この試験に関する提出書類は、一切お返ししません。 

（４） インターネットでも採用試験に関する情報を提供しています。（ホームページアドレス

http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

（５） 試験についての問合せ先 

大和高田市立病院事務局総務課内｢大和高田市（市立病院）職員採用試験委員会事務局｣ （℡

０７４５－５３－２９０１） 

 

 

農用地利用集積計画の縦覧（産業振興課） 

公告第９４号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和２年１０月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

 

仮想化基盤構築事業者の決定に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第９５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月１９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 仮想化基盤構築事業者の決定 

２ 納入場所 大和高田市役所内（大和高田市大字大中１００番地１） 

３ 契約期間 履行期限 ：令和３年６月３０日 

リース期間：令和３年７月１日から令和８年６月３０日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる構築事業者及び構築価格を決定するも

のです。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「役務提供（電算業務）」に

登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（６）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／

ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】の資格を認証取得してい

る者であること。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月１９日（月）から令和２年１０月３０日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 
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  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日及び祝日

を除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和２年１１月１２日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月１３日（金）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月１８日（水）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月１９日（木）午前１０時００分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ
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で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

曙町共同浴場跡地フェンス新設工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第９６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 曙町共同浴場跡地フェンス新設工事 

２ 工事場所 大和高田市 曙町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月１２日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発
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注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２６日（月）から令和２年１０月３０日（金）ま

で 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日及び祝日

を除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月９日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月１０日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 
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令和２年１１月１２日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月１３日（金）午後１時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥１，３６０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

公売公告（収納対策室） 

公告第９７号 

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 

 下記により差押財産の公売をしますので、国税徴収法第９５条及び第９９条の規定により公告しま
公売中止 
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す。 

令和２年１０月２６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 公売財産の内容 別紙「公売財産目録」のとおり 

２ 公売の方法 せり売り 

３ 

公

売

日

時 

参加申込 
令和２年１１月５日１３：００ から 

令和２年１１月２０日２３：００ まで 

入札 
令和２年１１月２７日１３：００ から 

令和２年１１月２９日２３：００ まで 

開札 令和２年１１月３０日１０：００    

４ 公売場所 
インターネット上 Yahoo!官公庁オークションのページ 

（httpｓ://koubai.auctions.yahoo.co.jp/） 

５ 
公売保証金及び見

積価額 
別紙「公売財産目録」のとおり 

６ 
公売保証金納付期

限 
令和２年１１月３０日 １０：００ 

７ 売却決定 
日

時 
令和２年１１月３０日 場所 

大和高田市収納対

策室 

８ 買受代金納付期限 

日

時 
令和２年１２月７日  

１４：３０ 

（ただし、地方税法第 19

条の7第1項ただし書その

他の法律の規定に基づき

滞納処分の続行の停止が

あった場合を除く。 

９ 買受人についての

資格その他の要件 

大和高田市インターネット公売ガイドラインに従う 

１０ その他 

１.入札に参加するためには、参加申込が必要です。また、公売に参

加するためには、上記参加申込期間中に、公売財産の売却区分ごと

に公売保証金を納付いただく必要があります。 

２.公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買

受人の負担となります。 

３.大和高田市は改正前民法の瑕疵担保責任を負いません。 

４.公売における注意事項については大和高田市ホームページ上の

インターネット公売ガイドラインを確認してください。 

公売物件の写真等については大和高田市で閲覧いただけます。

もしくは、大和高田市ホームページ

（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/auction/koubai/in

dex.html）でご覧いただけます。 

配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けるこ

とができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内

容を申し出てください。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は下記担当部署に用意しています。 

※ この公告事項の詳細についてお聞きになりたい方は、下記担当部署までお問い合わせくださ

い。 

公売中止 
 



令和２年１１月１８日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３８２号 

 45 

大和高田市・収納対策室   TEL０７４５－２２－１１０１ （内線２３６） 

 

公売中止 
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公売財産目録 

売却区分番

号 
財産の表示 公売見積価額 公売保証金 

1 黄色丸鉢 4点セット 1,000 100 

2 白色湯飲み「橘吉」4点セット 800 100 

3 朱色湯飲み「橘吉」5点セット 1,000 100 

4 黒色ワンポイント柄お盆 200 100 

5 白色大平皿「Jyoto CHINA」 250 100 

6 白色柄入り大平皿 300 100 

7 ガラス製天板付き木製テーブル 5,000 500 

8 神酒徳利 8点セット 800 100 

9 ガラス天板付き和風座卓（ローテーブル） 35,000 3,500 

10 木製深皿 100 100 

11 白色小鉢「橘吉」2点セット 800 100 

12 朱色丸鉢「弥生窯」2点セット 400 100 

13 
八角形型白色縁付き皿「JOHNSON BROS」3点

セット 
1,500 200 

14 
取っ手付き白色深皿「Jyoto CHINA」4点セッ

ト 
400 100 

15 縞模様箸置き 5点セット 500 100 

 

 

 

松塚地内用排水路整備工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第９８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 松塚地内用排水路整備工事 

２ 工事場所 大和高田市 松塚 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

公売中止 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室

  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様 入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望



令和２年１１月１８日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３８２号 

 48 

書） 

の閲覧等 

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月９日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月１８日（水）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月１９日（木）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２５日（水）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び
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虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥８，７３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

大字築山・礒野北町地内コンクリートブロック塀改修工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約

監理室） 

公告第９９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 大字築山・礒野北町地内コンクリートブロック塀改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字築山・礒野北町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＡ、Ｂ又はＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発
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注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室

  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月１８日（水）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月１９日（木）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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（１）期限 

令和２年１１月２４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２５日（水）午前１１時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥１３，９２０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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有井橋側歩道橋他２橋橋梁補修設計業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１００号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 有井橋側歩道橋他２橋橋梁補修設計業務委託 

２ 履行場所 大和高田市 大字有井・西町他 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和３年３月１２日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木関係

建設コンサルタント業務（鋼構造及びコンクリート部門）に登録し

ている者であること。 

（２）平成２７年１０月１日以降において、官公庁発注の橋梁補修設

計業務の履行実績を有する者であること。 

（３）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

①一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

②平成２７年１０月１日以降における橋梁補修設計業務の契約

書の写し等 

③暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月９日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 
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（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２４日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２７日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 
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（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥８，１５０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

令和２年度大和高田市職員採用試験の実施の公告（人事課） 

公告第１０１号 

大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、令和２年度大和高田市

職員採用試験の実施を次のとおり公告する。 

令和２年１０月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．職種及び試験区分、採用予定人員、受験資格など 

職種及び試験区分 
採用予定

人員 
受   験   資   格 

一般事務職(高校) ５人 
平成７年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高

等学校を卒業した人、又は令和３年３月卒業見込みの人 

情報処理技術職 ５人 

昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等

学校を卒業し、かつ、独立行政法人情報処理推進機構が実施する

「基本情報技術者試験」を合格した人で、令和２年９月末時点に

おいて、情報処理技術職の職務経験が３年以上ある人 

建 築 技 術 職 ２人 

昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大

学、短期大学、高等学校の建築専門課程を卒業した人（大学、

短期大学を令和３年３月卒業見込みの人を含む） 

土 木 技 術 職 ４人 

昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大

学、短期大学、高等学校の土木専門課程を卒業した人（大学、

短期大学を令和３年３月卒業見込みの人を含む） 

電 気 技 術 職 １人 

昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大

学、短期大学、高等学校の電気専門課程を卒業した人（大学、

短期大学を令和３年３月卒業見込みの人を含む） 
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保  育  士 

幼 稚 園 教 諭 
９人 

昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格及び幼

稚園教諭免許の両方を有する人又は令和３年３月末日までに

両方取得見込みの人 

保  健  師 ３人 
昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、保健師免許を有す

る人、又は令和３年３月末日までに取得見込みの人 

診療情報管理士 １人 
昭和５０年４月２日以降に生まれた人で、診療情報管理士資

格を有する人 

※１ 「大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人、又は卒業する見込みの人で、高度専門士の

称号を取得した人、又は令和３年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課程

であることの証明が得られるものに限る）を含みます。 

※２ 「短期大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人、又は卒業する見込みの人で、専門士の

称号を取得した人、又は令和３年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課程

であることの証明が得られるものに限る）を含みます。 

※３ 高等学校卒業程度認定試験合格者は、高等学校卒業と同等に取り扱います。 

※４ 保育士・幼稚園教諭は、採用後、市立の保育所、幼稚園及び認定こども園のいずれかに配属す

る予定です。 

※５ 「職務経験年数」とは、民間企業等に勤務、又は、公務員等として同一事業所に１週あたり３

０時間以上継続勤務していた期間のことをいいます。 

① 勤務時間は、就業規則・雇用契約等に規定されている時間で、残業等の時間は含めません。 

② 職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、育児休業、休職等で休んで

いた期間は通算できません。 

※６ ４年生大学を卒業した人（見込みを含む）又は大学院を卒業した人（見込みや在学中を含

む）は、「一般事務職（高校）」では受検できませんのでご注意ください。 

 

◎全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の人 

（２） 大和高田市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

（３） 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した人 

（４） 日本国籍を有しない人で、在留資格において就職などが制限されている人 

 

２．試験の日時・場所・試験の対象と種類及び合格発表 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、日程及び内容が変更になる場合があります。 

区 分 第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験 

日 時 
令和２年１１月２９日（日） 

午前９時３０分から 
令和３年１月頃予定 

場 所 試験申込者（受験票交付時）に通知 第１次試験合格者に通知 



令和２年１１月１８日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３８２号 

 56 

    

試験の 

対象と 

種 類 

・全職種 

① 教養試験 

  ② 職場適応性検査（WEB受検） 

  ※②は期間内に各自WEB上で受検 

 
・建築技術職、土木技術職、電気技術職、

保育士・幼稚園教諭 
上記①②及び専門試験 

 

・・全職種 

① 個別面接 

 

・保育士・幼稚園教諭 

上記①及び実技試験 

合格発表 令和２年１２月中旬予定 
（合否にかかわらず本人に通知します。） 

令和３年２月頃予定 
（合否にかかわらず本人に通知します。） 

※ 第１次試験の専門試験を受験される方につきましては、各自昼食のご用意をお願いし 

ます。 

※ 合否については、市のホームページでも確認できます。 

※ 試験の内容に関する問合わせについては、一切お答えできません。 

※ 試験当日、災害等により試験開始時間が変更される場合又は試験が延期される場合は、市のホー

ムページにおいてお知らせします。 

 

【職場適応性検査（WEB試験）について】 

  日程：１１月２４日（火）～１２月３日（木）の指定する１０日間内に各自選択して受検 

  ＜受検方法＞ 

  ①受検案内メールを受信（１１月２４日（火）に配信予定） 

   受検に必要なＵＲＬや受検方法が記載されたメールを受け取り、ＷＥＢ適正検査のログインＩ

Ｄとパスワードを取得します。 

※ibt-cloud.comのドメインから送信されるメールを受信できるよう設定してください。 

※受検案内メールが１１月２４日（火）１７時までに届かない場合は、人事課まで必ず問い合わ

せしてください。 

 

３．受験手続 

受験申込手続は、【郵送申込のみ】となります。※持参不可 

１ 申込書の交付 

  職員採用試験申込書については、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、本市ホ

ームページからのダウンロードのみの対応となります。市役所内での配布は行いません。 

２ 受付期間 

    受付期間：令和２年１０月３０日（金）から令和２年１１月１８日（水）まで 

（１８日必着） 

３ 提出書類（①から③は全職種とも必要となります。） 

① 職員採用試験申込書 

② 写真２枚（３カ月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、１枚は申込書に

貼付し、もう１枚は受験票用に同封してください） 

③ 返信用封筒２通（長形３号：２３．５cm×１２．０cm） 

２通（受験票発送用、第１次合否発送用）両方ともに８４円切手を貼付し、自宅の郵便

番号、住所、宛名を記入してください。。 

※ 第２次試験合格者には、大和高田市職員採用試験委員会が指定する期日までに、下記 

の書類の提出を求めます。 

① 最終学校卒業（見込）証明書 
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② 資格証明書・免許証の写し又は取得見込証明書（写し不可） 

情報処理、社会福祉士、保育士・幼稚園教諭、診療情報管理士の受験者は必要となりま

す。 

③ 経験年数を証明する在職証明書 

情報処理技術職の受験者のみ必要となります。 

 

４ 申込方法 

提出書類を下記の送付先まで、角形２号（Ａ４サイズ）の封筒の表側に「申込書在中」と

朱書きし、必ず「簡易書留」で郵送してください。 

 

５ 送付先 

〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所企画政策部人事課内 大和高田市職員採用試験委員会 

 

６ 受験票の交付 

① 受験票は、申込受付期間終了後、提出された返信用封筒により送付します。 

② 受験票が１１月２４日（火）になっても届かない場合、人事課にお問い合わせください。 

③ 試験当日は、受験票を必ず持参してください。 

 

４．試験結果の開示 

試験の結果については、開示請求ができます。電話などによる開示請求はできませんので、受

験者本人が、受験票と本人であることを証明する書類（運転免許証等）を持って、直接市役所３

階人事課まで来てください。 

区分試験 請求できる人 開示内容 開示期間及び開示場所 

第１次試験 

第２次試験 

不合格者 

（本人に限る。） 
総合得点 

総合順位 

不合格通知の日から起算して２週間 

大和高田市役所３階人事課 

※ 開示時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時までです。 

 

５．合格から採用まで  

（１） 最終合格者は採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

① 採用予定者 令和３年４月１日付けで採用します。 

② 採用候補者 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に欠員などが生じ、補充

することが必要であるときに限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

です。 

（３） 最終合格者のうち、卒業見込みの人が令和３年３月末日までに卒業できなかった場合、及

び免許又は資格取得見込みの人が所定の時期までにこれを取得できなかった場合は、その時点で

採用候補者名簿（採用予定者、採用候補者）から抹消します。 

（４） 本市では、採用試験（合格者決定）を適正に行うため、民間有識者で構成される「大和高

田市職員採用試験検討・監理委員会」を設置しています。  

 

６．給与について 
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・ 令和２年４月１日現在の初任給月額は、大卒１８２，２００円、短大卒１６３，１００円、

高校卒１５０，６００円で、他に地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当

等がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的として、一部手当については減額措置を

講じています。 

・ 初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

・ 全ての職種の給料は、行政職給料表を適用します。 

 

７．その他 

・ 申込書の記載事項及び提出書類に不備がある場合は、補正を求めるためお返しすることがあ

りますが、これによる提出期限の延長は行いませんので、余裕をもって申込みをしてください。 

・ 受験資格がないこと及び申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格を取

り消すことがあります。 

・ この試験に関する提出書類は、一切お返しいたしません。取得した個人情報については、今

回の職員採用試験の実施のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、大和高田市

個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。 

 

 

＜令和２年度大和高田市職員採用試験受験における留意事項＞ 

 

 

 大和高田市職員採用試験を受験される方は、以下の点に留意してください。 

 

１．体調不良の方 

 新型コロナ感染症などに罹患し治癒していない方や濃厚接触者として健康観察の指示を受けている

方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、当日の受験を控えていただくようお願いします。 

 なお、これを理由とした欠席者向けの再実施は予定しておりません。 

 

２．マスクの着用等 

 試験当日の試験会場では、感染予防のため、マスクの持参・着用をお願いするとともに、咳エチケ

ットの徹底をお願いします。 

 なお、試験時間中の写真照合の際には、試験員の指示に従い、マスクを一時的に外してください。 

 また、休憩時間中は、適宜、手洗いをするなど、感染症対策にご協力をお願いします。 

 

３．試験室の換気 

 試験室は換気のため、試験中も適宜、窓やドアなどを開けます。室温の高低に対応できるよう服装

には注意してください。 

 

４．緊急連絡事項をお知らせする場合 

 今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況等によっては、試験の延期や会場変更など緊急連絡事

項をお知らせする場合がありますので、必ず事前に大和高田市ホームページをご確認ください。 

 

 

試験についての問合わせ先 
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〒６３５－８５１１ 大和高田市大字大中１００番地１ 

             大和高田市役所 企画政策部人事課内 

「大和高田市職員採用試験委員会」  

 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１（内線２１４） 

 

 

 

 

教育委員会 

大和高田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則（教育総務課） 

教育委員会規則第８号 

 大和高田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和２年９月２４日 

                 大和高田市教育委員会教育長 梶木 義敏   

大和高田市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則 

大和高田市教育委員会事務委任規則（昭和３３年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第１条に次の１号を加える。 

（１３） 教育に関連する事業及び行事に対する後援、協賛及び共催に関すること。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大和高田市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則（学校教育課） 

教育委員会規則第９号 

 大和高田市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を別紙のように定める。 

  令和２年１０月２２日 

                     大和高田市教育委員会教育長 梶木 義敏   

大和高田市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

大和高田市立学校の管理運営に関する規則（平成１３年教育委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３３条の次に次の１条を加える。 

（業務量の適切な管理等） 

第３３条の２ 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭

和４６年法律第７７号）第２条に規定する教育職員（以下「教育職員」という。）の健康及び福祉

の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職

員が業務を行う時間（同法第７条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。）から所定の勤

務時間（同法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された日を除く。）以外の日における正

規の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするた

め、教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

（１） １月につき４５時間 

（２） １年につき３６０時間 

２ 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない

場合は、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間が

次に掲げる区分に応じた時間を超えないよう、教育職員の業務量の適切な管理を行う。この場合に

教育委員会 
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おいて、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間が１月当たり４５時間を超え

る月の月数は、１年につき６月を超えてはならない。 

（１） １月の合計時間 １００時間 

（２） １年の合計時間 ７２０時間 

（３） １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月及び５月の期間

を加えたそれぞれの期間における１月当たりの平均時間 ８０時間 

３ 前２項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確

保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第３３条の２の規定は、令和２年４月１日から適用す

る。 

 

 

大和高田市教育委員会後援等に係る事務取扱要綱（教育総務課） 

教育委員会告示第２５号 

 大和高田市教育委員会後援等に係る事務取扱要綱を次のように定める。 

  令和２年９月２４日 

                        大和高田市教育委員会教育長 梶木 義敏   

大和高田市教育委員会後援等に係る事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市以外の団体が行う教育に関連する事業及び行事（以下「事業等」という。）に

対して、教育委員会が後援、協賛及び共催（以下「後援等」という。）をする場合の基準、手続等

について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 後援 教育委員会が事業等の趣旨に賛同し、補助金、負担金その他の金銭の交付、物品の

提供及び人的支援を行わず、奨励の意を表して名義の使用を承諾することによって支援すること

をいう。 

（２） 協賛 教育委員会が事業等の企画又は実施に参画しないが、補助金その他の金銭の交付、

物品の提供及び人的支援を行うことをいう。 

（３） 共催 教育委員会が事業等の企画又は実施に参画し、当該事業等に職員等を配置し、参加

させ、及び負担金その他の金銭の交付を行い、かつ、責任の一部を負うことをいう。 

（承諾の基準） 

第３条 後援等は、次の各号のいずれにも該当する事業等に限り承諾するものとする。 

 （１） 市の教育施策の推進上有益であると認められるものであること。 

（２） 事業等の目的及び開催日程が明確であること。 

（３） 広く一般市民を対象とした事業等であって、原則として市内が開催地であること。ただし、

市民の幅広い参加が期待できる事業等である場合又は市を広く知らしめることが期待できる事

業等である場合は、この限りでない。 

（４） 堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力があると判断される団体又はその長が主

催するものであること。 

（５） 公衆衛生、安全管理、災害防止等に係る措置がなされていること。 

（６） 参加者から入場料その他費用を徴収する事業等にあっては、当該費用の金額が類似する他

の事業等において徴収する費用の額に比して不相当に高額でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業等については、後援
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等を承諾しないものとする。 

（１） 法令若しくは公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

（２） 専ら営利又は商業宣伝を目的とするもの 

（３） 特定の宗教及び政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの 

（４） 市の名誉をき損し、又は信用を失墜するもの 

（５） 青少年の健全育成を阻害するもの 

（６） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）と関係があると認められるもの 

（７） その他後援等を承諾することが不適当と認められるもの 

（申込手続） 

第４条 教育委員会の後援等の承諾を受けようとする者は、原則として事業等を実施する日の１月前

までに、後援等承諾申込書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

（１） 主催者の概要、活動目的及び活動実績を明らかにする書類 

（２） 役員その他事業等関係者の住所、役職名等を明らかにする書類 

（３） 事業等の目的及び計画を明らかにする書類（予算書を含む。） 

（４） 入場料その他費用を徴収する場合にあっては、事業等に係る収支予算書等 

（５） その他教育委員会が必要と認める書類 

（承諾の決定等） 

第５条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、後援等を承諾

するときは後援等承諾通知書（様式第２号）により、承諾することが適当でないと認めるときは後

援等不承諾通知書（様式第３号）により、当該申込みをした者に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による承諾に際して、必要があると認めるときは、次に掲げる条件を

付すことができる。 

（１） 後援等に使用する名義を大和高田市教育委員会とすること。 

（２） 事業等を実施する際に生じた事故、災害等については、教育委員会の後援等の承諾を受け

た者の責任において処理を行うこと。 

（事業等の内容の変更） 

第６条 教育委員会の後援等の承諾を受けた者は、当該事業等を中止し、又はその内容を変更しよう

とするときは、後援等承諾変更届出書（様式第４号）により、速やかにその旨を教育委員会に届け

出なければならない。 

（実施事業等の報告） 

第７条 教育委員会は、必要があると認めるときは、後援等を承諾した事業等の実施状況その他必要

な事項について、後援等実施事業等報告書（様式第５号）により、教育委員会の後援等の承諾を受

けた者に報告を求めることができる。 

（承諾の取消し） 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第５条の規定による承

諾を取り消すことができる。 

（１） 申込書の内容又は添付書類に虚偽があると認められるとき。 

（２） 教育委員会の後援等の承諾を受けた者が、第３条第２項各号のいずれかに該当することが

明らかになったとき。 

（３） その他教育委員会が承諾を取り消すことが適当と認めたとき。 

（事務主管課等） 

第９条 後援等に関する承諾の事務は、当該後援等に係る事業等の内容と関係する事務を所掌する課

等が行うものとする。 
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（補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

  年  月  日 

大和高田市教育委員会 宛 

団体名 

代表者              印   

担当者 

住 所 

連絡先 

 

後援等承諾申込書 

次の事業等について、大和高田市教育委員会の [ 後援・協賛・共催 ] に係る承諾を受けたいので、

関係書類を添えて申し込みます。 

事業等の名称  

主催者 
 

実施日又は 

実施期間 

 

実施場所 

 

入場料等 
（ 入 場 料 ）    ・無料  ・有料（      円） 

（その他の費用） 

実施目的 
 

 

事業等内容 

 

 

 
誓約事項 
１ この団体は、大和高田市の教育活動の向上及び普及振興に寄与する団体であることを誓約しま
す。 

２ この団体は、大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）に規定する基本理念にの
っとり、現在いかなる暴力団とも関係がないことを誓約します。 

 
代表者氏名 
 
                 印  
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様式第２号（第５条関係） 

第     号 

  年  月  日 

          様 

大和高田市教育委員会 印   

 

後援等承諾通知書 

年  月  日付けで申請のありました次の事業等について、 [ 後援・協賛・共催 ] の承諾

を決定しましたので、通知します。 

事業等の名称 
 

実施日又は実施期間 

 

実施場所 
 

使用を承諾する名義  

承諾の条件 
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様式第３号（第５条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 様 

大和高田市教育委員会 印   

 

後援等不承諾通知書 

年  月  日付けで申請のありました次の事業等について、 [ 後援・協賛・共催 ] を承諾

しないことに決定しましたので、通知します。 

事業等の名称  

不承諾の理由  
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様式第４号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

大和高田市教育委員会 宛 

団体名 

代表者               印   

担当者 

住 所 

連絡先 

 

後援等承諾変更届出書 

大和高田市教育委員会の [ 後援・協賛・共催 ] の承諾を受けた次の事業等について、その内容に

変更が生じましたので届け出ます。 

事業等の名称 
 

変更事項 

変更前 

変更後 

変更理由 
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様式第５号（第７条関係） 

  年  月  日 

大和高田市教育委員会 宛 

団体名              

代表者          印   

 

後援等実施事業等報告書 

大和高田市教育委員会の [ 後援・協賛・共催 ] の承諾を受けた事業等について、次のとおり報告

します。 

事業等の名称  

実施日又は 

実施期間 

 

実施場所 
 

入場料等 
（ 入 場 料 ）    ・無料  ・有料（      円） 

（その他の費用） 

参加者数       

特記事項 

 

 

 

 

 

農業委員会 

定例委員会の招集（農業委員会事務局） 

農業委員会告示第９号 

大和高田市農業委員会９月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和２年８月２７日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和２年９月４日（金曜日）午後３時 

２ 場所 

   奈良県広域消防組合高田消防署 ２階会議室 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項についての申請の件   

第２号 農地法第５条規定による申請の件 

第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について  

第４号 その他   

農業委員会 
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定例委員会の招集（農業委員会事務局） 

農業委員会告示第１０号 

大和高田市農業委員会１０月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和２年１０月２日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和２年１０月９日（金曜日）午後３時 

２ 場所 

   大和高田市役所 ３階東会議室 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項についての申請の件   

第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について  

第３号 その他   

 

 

定例委員会の招集（農業委員会事務局） 

農業委員会告示第１１号 

大和高田市農業委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和２年１０月２７日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和２年１１月１０日（火曜日）午後３時 

２ 場所 

   大和高田市役所 ３階東会議室 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項についての申請の件   

第２号 農地法第１８条第６項について通知の件 

第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について  

第４号 その他   

 

 

 

公営企業 

水道事業指定給水装置工事事業者の廃止の届出（水道総務課） 

上下水道事業告示第１３号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第７条の規定

により、次の者から大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者の廃止の届出があったので、同規程

第１０条第２号の規定により告示する。 

令和２年１０月５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業者名 株式会社ヤマトエンジニアリング  

２ 代表者名 鹿間 弘之    

公営企業 



令和２年１１月１８日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３８２号 

 69 

３ 所在地 生駒市俵口町１８７９－７４ふぁみーゆ生駒１０８号 

 

 

水道事業指定給水装置工事事業者の指定（水道総務課） 

上下水道事業告示第１４号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

令和２年１０月５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業者名 株式会社タカギ 

２ 代表者名 髙城 英一郎、髙城 壽雄 

３ 所在地 福岡県北九州市小倉南区石田南２丁目４番１号 

 

 

公共下水道事業に伴う測量（１）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第１９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月１５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（１） 

２ 履行場所 大和高田市 栄町 外 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入
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札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（業務）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 
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令和２年１０月９日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月１３日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月１４日（水）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２，７７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公共下水道事業に伴う測量（２）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第２０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月１５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（２） 

２ 履行場所 大和高田市 曽大根１丁目 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（業務）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 
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大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月９日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月１３日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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（１）日時 

令和２年１０月１４日（水）午前９時５０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥２，６８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

公共下水道事業に伴う測量（３）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第２１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月１５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（３） 

２ 履行場所 大和高田市 築山 外 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者
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であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（業務）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 
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（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月９日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月１３日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月１４日（水）午前１０時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す
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る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２，５００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

公共下水道事業に伴う測量（４）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第２２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月１５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（４） 

２ 履行場所 大和高田市 曽大根２丁目 外 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（業務）［指定様式］ 
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② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月９日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月１３日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 
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〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月１４日（水）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２，４９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

公共下水道事業に伴う測量（５）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第２３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月１５日 



令和２年１１月１８日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３８２号 

 80 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（５） 

２ 履行場所 大和高田市 池田 外 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（業務）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 
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参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月９日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月１３日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月１４日（水）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 
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（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２，３３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

公共下水道事業に伴う測量（６）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第２４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月１５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（６） 

２ 履行場所 大和高田市 西三倉堂２丁目 外 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 
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（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（業務）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 
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令和２年１０月８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月９日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月１３日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月１４日（水）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２，１７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 
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（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

公共下水道事業に伴う測量（７）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第２５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月１５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（７） 

２ 履行場所 大和高田市 大東町 外 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和２年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（業務）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月１６日（水）から令和２年９月２４日（木）まで。

ただし土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 ３階 大和高田市上下水道部下水

道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月９日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月１３日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に
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係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月１４日（水）午前１０時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥２，１４０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

曽６幹根成柿地内管渠工事（６）に関する条件付き一般競争入札公告（下水道課） 

上下水道事業公告第２６号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和２年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造 

１ 工事名 曽６幹根成柿地内管渠工事（６） 

２ 工事場所 大和高田市 根成柿 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 
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（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＡ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する１級の資格を有する監理技術者（契約締結時

点において継続して３ヶ月以上の雇用関係にあり、監理技術者講習

を５年以内に受講した者）を当該工事に専任で配置できる者である

こと。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、上下水道部

下水道課にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（工事）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月２日（金）まで。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書
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を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月２日（金）まで。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月２２日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月２３日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月２７日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月２８日（水）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 
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（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

上下水道部下水道課から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 大和高田市上下水道部下水道課 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとしま

す。 

１９ 最低制限比較価

格 

￥６３，５３０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

築枝大谷地内管渠工事（８）・給配水管移設工事（Ｇ０８）に関する条件付き一般競争入札公告（下水

道課） 

上下水道事業公告第２７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和２年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 築枝大谷地内管渠工事（８）・給配水管移設工事（Ｇ０８） 

２ 工事場所 大和高田市 大谷 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月１８日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する主任技術者又は監理技術者（契約締結時点に
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おいて継続して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、上下水道部

下水道課にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（工事）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月２日（金）まで。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 大和高田市上下水道部下水道

課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日は除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月２日（金）まで。 

（２）閲覧の時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 大和高田市上下水道部下水道

課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月２２日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月２３日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月２７日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月２８日（水）午前９時４５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの
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した入札 

１５ 落札候補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

上下水道部下水道課から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 大和高田市上下水道部下水道

課 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価

格 

￥３５，４１０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

高３枝野口地内管渠工事（１９）・給配水管移設工事（Ｇ１９）に関する条件付き一般競争入札公告（下

水道課） 

上下水道事業公告第２８号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高３枝野口地内管渠工事（１９）・給配水管移設工事（Ｇ１９） 

２ 工事場所 大和高田市 野口 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月１８日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和２年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 
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（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、上下水道部

下水道課にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（工事）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月２日（金）まで。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１） 郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月７日（水）まで。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 
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大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月１５日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月１６日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月２０日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月２１日（水）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価 ￥２２，７７０，０００－（消費税等抜き） 
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格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

敷枝築山地内管渠工事（１８）・給配水管移設工事（Ｇ１８）に関する条件付き一般競争入札公告（下

水道課） 

上下水道事業公告第２９号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 敷枝築山地内管渠工事（１８）・給配水管移設工事（Ｇ１８） 

２ 工事場所 大和高田市 築山 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月１８日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和２年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が
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ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水

道事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、上下水道部

下水道課にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（工事）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月２日（金）まで。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（２） 郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月７日（水）まで。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月１５日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月１６日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 
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令和２年１０月２０日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月２１日（水）午前９時４５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥２２，２６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

大中外地内不明水調査及び管路施設 修繕・改築計画策定業務に関する条件付き一般競争入札公告（下

水道課） 

上下水道事業公告第３０号 
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入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 委託業務名 大中外地内不明水調査及び管路施設 修繕・改築計画策定業務 

２ 履行場所 大和高田市 大中 外 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木関係

建設コンサルタント業務（下水道部門）に登録している者であるこ

と。 

（２）平成２７年４月１日以降において、官公庁発注のストックマネ

ジメント計画策定業務の元請実績を有する者であること。 

（３）下水道管路管理総合技士の資格を有する技術者を配置可能（管

理技術者又は照査技術者との兼務は可。ただし、管理技術者及び照

査技術者の両方の兼務は不可。） 

（４）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札公告(下水道事業)」欄に掲載（ダウン

ロード可能）しています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書(業務)［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

③ 平成２７年４月１日以降におけるストックマネジメント計画策

定業務の契約書の写し及び登録内容確認書（テクリス）等（業務内

容等確認できるもの）の写し 

④ 配置予定の下水道管路管理総合技士の資格証の写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送(「一般書留郵便」又は「簡易
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書留郵便」に限る。)とします。 

（４）受付期間 

令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月９日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より 3 日以内。ただし土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１０月２２日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和２年１０月２３日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１０月２７日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 
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１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１０月２８日（水）午前１０時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥１３，２６０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

配水管布設替工事(Ｓ０８)・消火栓布設替工事（消０３）に関する条件付き一般競争入札公告（水道

工務課） 

上下水道事業公告第３１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２８日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 配水管布設替工事(Ｓ０８)・消火栓布設替工事（消０３） 

２ 工事場所 大和高田市 奥田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者および石綿作業主任者を配置することがで

きる者であること。 
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（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から完成検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。） 

 とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書
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を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月１８日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２５日（水）午前１０時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 
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（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥１２，９７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

配水管布設替工事(Ｓ０６)・消火栓布設替工事（消０２）に関する条件付き一般競争入札公告（水道

工務課） 

上下水道事業公告第３２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２８日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 配水管布設替工事(Ｓ０６)・消火栓布設替工事（消０２） 

２ 工事場所 大和高田市 大中 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 
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（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から完成検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。） 

 とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 
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大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月１８日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２５日（水）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 
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１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥１２，８３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

配水管布設替工事(Ｓ０９)・消火栓布設替工事（消０４）に関する条件付き一般競争入札公告（水道

工務課） 

上下水道事業公告第３３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２８日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 配水管布設替工事(Ｓ０９)・消火栓布設替工事（消０４） 

２ 工事場所 大和高田市 勝目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から完成検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争
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確認の申請 入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。） 

 とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月１８日（水）午後５時まで 

（２）送信先 
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大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２５日（水）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１０，８９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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配水管布設替工事(Ｓ１０)・消火栓布設替工事（消０５）に関する条件付き一般競争入札公告（水道

工務課） 

上下水道事業公告第３４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１０月２８日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 配水管布設替工事(Ｓ１０)・消火栓布設替工事（消０５） 

２ 工事場所 大和高田市 勝目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から完成検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓
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約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。） 

 とします。 

（４）受付期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１０月２９日（木）から令和２年１１月５日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月１８日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 
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〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２５日（水）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥７，３１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 


